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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人鉄道

分岐器工業協会（JRTMA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業

規格を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，国土交通大臣が改正した日本工業

規格である。 

これによって，JIS E 1305:1998 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 E 1305：2018 
 

鉄道用分岐器のポイント－形状及び寸法 

Railway switches-Shape and dimension 

 
序文 

この規格は，1973 年に制定され，その後 3 回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は 1998 年に

行われたが，今回，図面表示の修正及び統一を行うために改正した。 

なお，対応国際規格は現時点で制定されていない。 

 

1 適用範囲 

この規格は，軌間 1 067 mm 及び 1 435 mm の鉄道分岐器類のポイント（以下，ポイントという。）の形

状及び寸法について規定する。ただし，全国新幹線鉄道整備法に基づく新幹線鉄道用のポイントには適用

しない。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その 新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS B 0205（規格群） 一般用メートルねじ 

JIS E 1301 鉄道用分岐器類の番数 

JIS E 1311 鉄道－分岐器類用語 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，JIS E 1311 による。 

また，この規格においては，分岐器前端から後端側を望み，軌道中心線に対し右側に使用する部品を“右

側”，左側に使用する部品を“左側”と表記する。 

 

4 ポイントの形状及び寸法 

ポイントの形状及び寸法は，表 1 のとおりとする。 

なお，番数は，JIS E 1301 の規定による。 
 


